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総 会 議 事 録 

 

１．開催日時  令和７年６月１２日（木） 午前９時３０分 

 

２．開催場所  瀬戸内市中央公民館 １階多目的ホール 

 

３．農業委員  １１名中８名出席し、その氏名は次のとおり 

太 田   修   尾 上 昭 則   宮 本 英 美   由 喜 門  尊 

藤 原 由 果   石 黒 五 月   藤 原 和 正   久 山 英 之 

欠席委員 

  出 射   實   宇 津 木 康 文   大 森 茂 利 

 

 

４．農地利用最適化推進委員 

  山 本 昌 明   服 部 千 敏   松 本 英 樹   時 實 乙 伊 

田 中 伸 五   大 森 幹 男   福 池 正 美   時 岡 加 卓   

大 森 文 生   時 岡 加 卓    

  欠席委員 

  正 富 清 人   山 本 祐 章 

 

５．議事に参与した者 

  事 務 局  青木 潔 

  事 務 局 藤原 将也 

  事 務 局 宗平 莉衣 

 

６．議事内容 

第１号議案  農地法第３条許可申請について 

第２号議案  農地法第５条許可申請について 

第３号議案  農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積等促進 

計画（案）について 

 

そ の 他 
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事 務 局 開会を宣言する（午前９時３０分） 

これより令和７年度瀬戸内市農業委員会、第３回の総会を始めます。そ

れでは、会長よりごあいさつをお願いします。 

議長 (会長 ) （あいさつ） 

皆様の適正な審査、よろしくお願いします。 

事  務  局  ただいまの農業委員の出席数は定数１１名のうち８名ということで、瀬

戸内市農業委員会総会議事規則第７条により、この総会が成立している

ことをご報告します。なお、農業委員 出射 實 委員、宇津木 康文 

委員、大森 茂利 委員から欠席届が出ていることを報告します。 

  それでは、以降の議事の進行につきましては藤原会長、よろしくお願い

します。 

議 長  それでは、本日の議事録署名委員を指名させていただきます。本日の署 

名委員に太田 修 委員、宮本 英美 委員よろしくお願いします。 

まず、第１号議案、農地法第３条許可申請について事務局から説明をお

願いします。 

事  務  局  それでは、議案資料の１頁目をご覧ください。農地法第３条許可申請に

ついてです。 

【１番案件】 

        譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「牛窓町牛窓■■■」。登記、現況地目はいずれも「田」。

面積「６９１㎡」。農地までの距離「３００ｍ」。耕作面積「１３，５

１０㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「２名」。取得の理由は「増

反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、

所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■となっています。 

【２番案件】 

        譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在２筆「牛窓町牛窓■■■」。面積「２３１㎡」。 

「牛窓町牛窓■■■」。面積「１１８㎡」。 

登記、現況地目はいずれも「畑」。面積「３４９㎡」。農地までの距離

「３，４００ｍ」。耕作面積「１０，５７２㎡」。家族数、耕作者数は

いずれも「２名」。取得の理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相

手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあ

たり■ ■となっています。 

【３番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 
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農地の所在地「牛窓町鹿忍■■■」。登記、現況地目いずれも「畑」。

面積「３８２㎡」。農地までの距離「５ｍ」。耕作面積 

「０㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「１名」。取得の理由は「増

反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、

所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■となっています。 

【４番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在３筆「牛窓町鹿忍■■■」。面積「３１７㎡」。 

「牛窓町鹿忍■■■」。面積「３２９㎡」。 

「牛窓町鹿忍■■■」。面積「８６７㎡」。 

登記、現況地目「田」。または「畑」。面積「１，５１３㎡」。農地ま

での距離「１，５００ｍ」。耕作面積「５０，３７４㎡」。家族数、耕

作者数はいずれも「４名」。取得の理由は「増反」によるもの。譲渡理

由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので

１０ａあたり■ ■となっています。 

【５番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在２筆「牛窓町鹿忍■■■」。面積「３１９㎡」。 

「牛窓町鹿忍■■■」。面積「８８２㎡」。 

登記、現況地目いずれも「畑」。面積「１，２０１㎡」。農地までの距

離「３００ｍ」。耕作面積「５０，３７４㎡」。家族数、耕作者数はい

ずれも「２名」。取得の理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手

方の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあた

り■ ■となっています。 

【６番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在１５筆「牛窓町鹿忍■■■」。面積「８８㎡」。 

「牛窓町鹿忍■■■」。面積「７８２㎡」。 

「牛窓町鹿忍■■■」。面積「１，１５８㎡」。 

「牛窓町鹿忍■■■」。面積「４２３㎡」。 

「牛窓町鹿忍■■■」。面積「３，１７６㎡」。 

「牛窓町千手■■■」。面積「９８㎡」。 

「牛窓町千手■■■」。面積「１，０４４㎡」。 

「牛窓町千手■■■」。面積「１８３㎡」。 

「牛窓町千手■■■」。面積「２０１㎡」。 
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「牛窓町千手■■■」。面積「２９２㎡」。 

「牛窓町千手■■■」。面積「５３４㎡」。 

「牛窓町千手■■■」。面積「１，１０９㎡」。 

「牛窓町千手■■■」。面積「５７５㎡」。 

「牛窓町千手■■■」。面積「４０５㎡」。 

「牛窓町千手■■■」。面積「８３㎡」。 

登記地目、「田」。「畑」。または「牧場」。現況地目、「田」。また

は「畑」。面積「１０，１５１㎡」。農地までの距離「１，０００ｍ」。

耕作面積「０㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「２名」。所得の理由

は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。

なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■となっています。 

【７番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「牛窓町長浜■■■」。登記、現況地目いずれも「畑」。

面積「３４２㎡」。農地までの距離「２００ｍ」。耕作面積「１９，０

８６㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「２名」。所得の理由は「贈

与」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、

所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■となっています。 

【８番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「邑久町東谷■■■」。登記、現況地目いずれも「畑」。

面積「３５３㎡」。農地までの距離「１３，７００ｍ」。耕作面積 

「０㎡」。家族数、耕作者数は「２名」。取得理由は「増反」によるも

の。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転に

よるもので１０ａあたり■ ■となっております。 

【９番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在２筆「邑久町上山田■■■」。面積「６４２㎡」。 

「邑久町上山田■■■」。面積「６６７㎡」。 

登記、現況地目いずれも「田」。面積「１，３０９㎡」。農地までの距

離「５０ｍ」。耕作面積「０㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「２

名」。取得理由は「贈与」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」に

よるものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■とな

っております。 

【１０番案件】 
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譲受人「東京都青梅市富岡３丁目１０８９番地１ 株式会社彩の榊 代

表取締役 佐藤 幸次 農業」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「長船町東須恵■■■」。登記、現況地目いずれも「田」。

面積「１，０９５㎡」。農地までの距離「２９，１００ｍ」。耕作面積

「８１７，２２１㎡」。耕作者数「２７名」。取得理由は「増反」によ

るもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移

転によるもので１０ａあたり■ ■となっております。 

【１１番案件】 

譲受人「東京都青梅市富岡３丁目１０８９番地１ 株式会社彩の榊 代

表取締役 佐藤 幸次 農業」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「長船町東須恵■■■」。登記、現況地目いずれも「田」。

面積「９９４㎡」。農地までの距離「２９，４００ｍ」。耕作面積「８

１７，２２１㎡」。耕作者数「２７名」。取得理由は「増反」によるも

の。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転に

よるもので１０ａあたり■ ■となっております。 

【１２番案件】 

譲受人「東京都青梅市富岡３丁目１０８９番地１ 株式会社彩の榊 代

表取締役 佐藤 幸次 農業」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「長船町東須恵■■■」。登記、現況地目いずれも「田」。

面積「６４４㎡」。農地までの距離「２９，４００ｍ」。耕作面積「８

１７，２２１㎡」。耕作者数は「２７名」。取得理由は「増反」による

もの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転

によるもので１０ａあたり■ ■となっております。 

【１３番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在２筆「長船町飯井■■■」。面積「３９１㎡」。 

「長船町飯井■■■」。面積「７９８㎡」。 

登記、現況地目いずれも「田」。面積「１，１８９㎡」。農地までの距

離「１，２００ｍ」。耕作面積「５，０７９㎡」。家族数、耕作者数は

いずれも「１名」。取得理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手

方の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあた

り■ ■となっております。 

【１４番案件】 
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譲受人「東京都青梅市富岡３丁目１０８９番地１ 株式会社彩の榊 代

表取締役 佐藤 幸次 農業」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「長船町飯井■■■」。登記、現況地目いずれも「田」。

面積「６４９㎡」。農地までの距離「２９，７００ｍ」。耕作面積「８

１７，２２１㎡」。耕作者数は「２７名」。取得理由は「増反」による

もの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転

によるもので１０ａあたり■ ■となっております。 

【１５番案件】 

譲受人「東京都青梅市富岡３丁目１０８９番地１ 株式会社彩の榊 代

表取締役 佐藤 幸次 農業」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「長船町飯井■■■」。登記、現況地目いずれも「田」。

面積「８２０㎡」。農地までの距離「２９，７００ｍ」。耕作面積「８

１７，２２１㎡」。耕作者数は「２７名」。取得理由は「増反」による

もの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転

によるもので１０ａあたり■ ■となっております。 

【１６番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「長船町磯上■■■」。登記、現況地目いずれも「田」。

面積「９０７㎡」。農地までの距離「３，０００ｍ」。耕作面積 

「３９１，１４１．９９㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「４名」。

取得理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるも

のです。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■となってお

ります。 

【１７番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在３筆「長船町磯上■■■」。面積「２０２㎡」。 

「長船町磯上■■■」。面積「２８５㎡」。 

「長船町磯上■■■」。面積「３４９㎡」。 

登記、現況地目「畑」。または「田」。面積「８３６㎡」。農地までの

距離「６，８００ｍ」。耕作面積「２，９８８㎡」。家族数、耕作者数

はいずれも「３名」。取得理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相

手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあ

たり■ ■となっております。 

【１８番案件】 
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譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「長船町磯上■■■」。登記、現況地目いずれも「畑」。

面積「２３７㎡」。農地までの距離「６，８００ｍ」。耕作面積「２，

９８８㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「３名」。取得理由は「増

反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、

所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■となっております。 

【１９番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「長船町磯上■■■」。登記、現況地目いずれも「畑」。

面積「２３９㎡」。農地までの距離「６，８００ｍ」。耕作面積「２，

９８８㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「３名」。取得理由は「増

反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、

所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■となっております。 

【２０番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「長船町磯上■■■」。登記、現況地目いずれも「畑」。

面積「１２５㎡」。農地までの距離「６，８００ｍ」。耕作面積「２，

９８８㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「３名」。取得理由は「増

反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、

所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■となっております。 

【２１番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在２筆「長船町磯上■■■」。面積「３１４㎡」。 

「長船町磯上■■■」。面積「２５７㎡」。 

登記、現況地目「田」。または「畑」。面積「５７１㎡」。農地までの

距離「６，８００ｍ」。耕作面積「２，９８８㎡」。家族数、耕作者数

はいずれも「３名」。取得理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相

手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあ

たり■ ■となっております。 

【２２番案件】 

譲受人「東京都青梅市富岡３丁目１０８９番地１ 株式会社彩の榊 代

表取締役 佐藤 幸次 農業」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■職」。 

農地の所在２筆「長船町磯上■■■」。面積「５７２㎡」。 
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「長船町磯上■■■」。面積「７５７㎡」。 

登記、現況地目いずれも「田」。面積「１，３２９㎡」。農地までの距

離「２９，７００ｍ」。耕作面積「８１７，２２１㎡」。耕作者数は

「２７名」。取得理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要

望」によるものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり 

■ ■となっております。 

【２３番案件】 

譲受人「東京都青梅市富岡３丁目１０８９番地１ 株式会社彩の榊 代

表取締役 佐藤 幸次 農業」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■業」。 

農地の所在地「長船町磯上■■■」登記、現況地目いずれも「田」。面

積「５７９㎡」。農地までの距離「２９，８００ｍ」。耕作面積「８１

７，２２１㎡」。耕作者数は「２７名」。取得理由は「増反」によるも

の。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転に

よるもので１０ａあたり■ ■となっております。 

【２４番案件】 

譲受人「東京都青梅市富岡３丁目１０８９番地１ 株式会社彩の榊 代

表取締役 佐藤 幸次 農業」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在２筆「長船町磯上■■■」。面積「９３４㎡」。 

「長船町磯上■■■」。面積「５６９㎡」。 

登記、現況地目いずれも「田」。面積「１，５０３㎡」。農地までの距

離「２９，６００ｍ」。耕作面積「８１７，２２１㎡」。耕作者数は

「２７名」。取得理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要

望」によるものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり 

■ ■となっております。 

【２５番案件】 

譲受人「東京都青梅市富岡３丁目１０８９番地１ 株式会社彩の榊 代

表取締役 佐藤 幸次 農業」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「長船町磯上■■■」登記、現況地目いずれも「田」。面

積「２０２㎡」。農地までの距離「２９，６００ｍ」。耕作面積「８１

７，２２１㎡」。耕作者数は「２７名」。取得理由は「増反」によるも

の。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転に

よるもので１０ａあたり■ ■となっております。 

【２６番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 
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農地の所在２筆「長船町福岡■■■」。面積「３２１㎡」。 

「長船町福岡■■■」。面積「９８２㎡」。 

登記、現況地目いずれも「田」。面積「１，３０３㎡」。農地までの距

離「４，５００ｍ」。耕作面積「９，６０３㎡」。家族数、耕作者数は

いずれも「１名」。取得理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手

方の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあた

り■ ■となっております。 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議 長   続きまして、担当委員のご意見を伺います。 

１番案件について、山本委員より説明をお願いします。 

山 本 委 員   この農地は長年譲受人が耕作しており、今回譲渡人が相続したいという

ことで話がまとまりました。ご審議のほどよろしくお願いします。 

議 長   続きまして、２番案件について、服部委員より説明をお願いします。 

服 部 委 員  ２番の説明をいたします。譲渡人は相続した農地につきまして、譲受人

の実家にある隣地でありまして、今までずっと譲受人が管理をしていま

したが、お互いに話がまとまりました。問題はないと思います。よろし

くお願いします。 

議 長  続きまして、３番案件から６番案件について、松本委員より説明をお願

いします。 

松 本 委 員   ３番案件についてご説明させていただきます。譲渡人は牛窓が気に入っ

て住宅を探していたのですが、譲渡人が岡山市に住んでおりますのでお

譲りしたいということで、この農地が住宅に隣接した農地になっており

今はちょっと草が生えておりまして、家庭菜園的な使い方をしたいとい

うことです。特に問題はないと思います。４番案件と５番案件ですが、

現在譲受人が所有している農地に隣接した農地になります。５番案件の

上段の農地は現在も譲受人が耕作されております。その他の農地につい

ては耕作放棄地と言いますか、ちょっと草が生えた状態もあります。ど

ちらの譲渡人も今後耕作するつもりもがないので、譲受人に譲渡したい

ということです。特に問題ないと思います。６番案件ですが、譲渡人が

所有されているのですが、お父様が亡くなられて相続された土地であり

今後耕作される予定はないということです。この案件は、譲受人も芸術

家のような仕事をされていまして、これだけの農地を今後も耕作する予

定もないということを認められています。これだけの農地と山林を含め

て一括で購入する方をお探しになっていたみたいです。このまま放棄地

になる予定です。ただ、この案件が認められた場合には、隣接する農地

をお持ちの方々に声をかけて、保有したい意志があるか確認して、放棄

地にならないようにする必要があると思います。それは譲渡人にもそう
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していただきたいということでご理解していただいています。それ以外

については特に問題はないと思います。よろしくお願いします。 

事 務 局   事務局から少し補足をさせていただきます。この譲受人はご夫婦で農業

委員会に来られました。この方は３０年以上アメリカのカリフォルニア

の方にお住まいで約１年前にこちらに帰ってこられた経緯があります。

カリフォルニアの方ではもう３０年以上農業、家庭菜園をやられており

まして、この度こちらに帰ってくるときに農地付きの土地を探したとこ

ろ、譲渡人の物件が候補に上がってきました。先ほど、松本委員からご

説明の通り譲渡人としては宅地も農地も山林も牧場も全てまとめて買っ

てくれるならいいよということで譲受人も全てとなると面積もかなりあ

るのですが、宅地も取得するとなると一括して購入しないといけないと

いうことです全て引き受けるという意向をご説明されました。農業委員

会としては当然一度にこれだけの規模っていうのはどうかなっていうの

はあるのですが、ひとつは譲渡人が持たれていても耕作放棄地になる可

能性が極めて高いということで、まずはその牛窓に居住を構えられると

いうことで譲受人が取得するほうが耕作放棄地になりづらい部分が一点

と、場所によっては本当に山の山林化しているようなところもあるとい

うことだったのですが、まずは耕作できるようなほ場じから手を付けて

いただいて、順番に管理しながら耕作に繋げていっていただく。そのな

かで、どうしても管理がやってみたけど難しいなというところについて

は、隣接でされている方などにもしかしたら売られるという話もあるか

もしれませんが、そういう経緯があって、事務局としては判断しており

ます。金額の部分ですが、今回宅地と農地をまとめて売買するというこ

とで、農地の部分は譲渡人としては無償でいいですよという話だったそ

うです。以上です。 

議    長  続きまして、７番案件について、時實委員より説明をお願いします。 

時 實 委 員  譲受人は今まで譲渡人の畑を何年も作っておられまして、譲渡人は長船

へ引っ越され、もう譲受人に渡しますからということで、渡すことにな

りました。何も問題はないと思います。隣も譲受人が作っておりまして、

続きの畑になります。よろしくお願いいたします。 

議    長  続きまして、８番案件について、田中委員より説明をお願いします。 

田 中 委 員  ８番案件についてご説明させていただきます。譲渡人は高齢ということ

で、以前から耕作放棄して田畑になっておりました。それで、誰か作ら

れる方はいないかなということで探していたところ、譲受人と話がまと

まったそうです。２、３年前から木も生えていたから全部伐採されて、

畑として使われております。審議のほうよろしくお願いします。 

議    長  続きまして、９番案件について正富委員が欠席のため事務局より説明を

お願いします。 
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事  務  局   事務局より説明します。９番案件ですが、譲受人はこの度譲渡を受ける

農地のすぐ南側で木工を出す建設業をされており、そこに自宅も構えら

れております。譲受人は元々農業に興味があり、隣接地で建設業をする

傍ら、このすぐ北側の農地を取得し、そこでお米を作りたいという計画

で申請に至ったものです。農業機械についてはコンバインを一台所有さ

れているようで、トラクター、草刈機については、今後、すぐに取得予

定ということで伺っております。ご自宅のすぐ近くということで、負担

にならないかなと思います。以上です。 

議    長   続きまして、１０番案件から１２番案件について大森委員より説明お願

いします。 

大 森 委 員    説明をいたします。譲受人のいずれも彩の榊は営農型太陽光でございま

す。１０番案件の譲渡人は９１歳と高齢で家族の方も農業することはな

いということで、話がまとまりました。１１番案件の譲受人ですが、岡

山市に住んでおられます。農業もしたこともなく、譲渡を考えて、話が

まとまったものです。１３番案件の譲受人は、畑仕事を少しはしていま

すが、田んぼのほうは作っておりませんので、話がまとまりました。１

１番、１２番の案件ですが、美和小学校の裏側になります。児童の安全

を期すためにフェンスを設けてくださいということを一言言っておりま

す。審議のほどよろしくお願いします。 

議    長   続きまして、１３番案件から１５番案件について福池委員より説明お願

いします。 

福 池 委 員   １３番案件を説明します。譲渡人の所有している土地はここ十数年耕作

放棄地となっております。この度、譲受人に話を持ちかけ、成立しまし

た。何ら問題はございません。１４番と１５番案件をまとめて説明させ

ていだだきます。この案件は彩の榊の営農型太陽光、１５番案件の譲受

人の耕作放棄地に目を付け、話を持ちかけ、一枚では狭いということで、

隣は耕作しておりますが、１４番案件の譲受人にも話を持ちかけました。

公的に必要な承諾を得ているので承認いたします。ご審議よろしくお願

いいたします。 

議    長   続きまして、１６番案件から２５番案件について時岡委員より説明お願

いします。 

時 岡 委 員  １６番案件ですけれども、現在、譲受人が耕作されているのですが、譲

渡人がこちらに帰ってこないということで、買ってもらえないかと話が

まとまりました。それから１７番案件から２１番案件ですが、譲受人は

備前市に住んでおられますけれども、実家が磯上にありまして、そこで

今現在も少しぶどうを作られておりますが、将来的にもう少しぶどうを

作るのに土地がないかと話をしたところ、１７番から２１番案件の譲渡

人と話ができ、問題ないと思います。それから２２番案件から２５番案
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件です。譲受人が彩の榊による太陽光発電ですが、今現在、耕作はして

いなくて、田んぼの草を刈ったり、トラクターで耕すだけのような状態

で、それなら売りたいというところから今回話があって、成立したとい

うことですので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

議    長   続きまして、２６番案件について山本委員が欠席のため事務局より説明

お願いします。 

事  務  局  ２６番の案件についてでございますが、譲渡人は現在東京にお住まいで、

農地の管理ができず、隣地で常に耕作されている譲受人がこの土地を売

買したいと話をしたところ、話がまとまったもので、特に問題ないと考

えます。以上です。 

議 長   それでは、第１号議案につきまして、１番案件から２６番案件まで何か

ご意見、ご質問ありましたらお願いします。 

事  務  局   営農型太陽光の補足をさせてください。この令和７年の４月から地域計

画というものがスタートしまして、営農型太陽光発電を設置するために

は、皆さんご存知の通り、農地法第５条の申請をいただく、地域協議を

させていただくようになりますが、この令和７年４月以降から第５条の

許可申請を受ける場合は、事前に設置する地域内の関係者を集めて、地

域協議の場というのを設けて、そこで地域の合意を得ることという手続

きの流れになりました。で今回農地法第３条で出ている案件については、

３条はあくまで耕作目的での農地所有ということなので、３条の時点で

は、地域の協議の場を設けることは考えておりません。これは、他の市

町、県の方にも確認したところ、ほとんどの自治体が、３条の許可申請

時に地域の協議の場を設けることはないということを分かっております。

３条に許可を受けた後で、おそらく所有権移転が終わった後、許可申請

が出てくるものと思われますが、その許可申請の前に、こちらの方に、

地域の協議の場をやらせてくださいという申し出をいただいて、農業委

員会の方で、日程を調整した上で、地域協議の場を開催して、そこで地

元の方や農業関係機関の方の意見、もちろんそこには設置者の事業の概

要を当然説明していただいた上で、合意が得られたものについて、農地

法第５条の許可申請を受け、審議によって許可、ないし不許可というよ

うな流れになることを、皆様には申し伝えたいと思います。 

議 長   他にもございませんでしょうか。 

 

（田中委員挙手） 

 

田中委員どうぞ。 
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田 中 委 員  今説明していただいたけど、第３条のときにしておかないと、３条が通

ったとなったらもうするのが当然じゃないかという話が出てくると思

う。だから３条のときにするべきじゃないかと。 

事  務  局   ご意見ありがとうございます。まさしくおっしゃる通りでして、事務局

の方でも、まずは３条の時に地域協議の場をすべきなのではないかとい

うような話でもって、県の方にも相談をしました。そうしましたところ、

３条でする場合はあくまで耕作目的で、その時点でどういう耕作をする

かっていうのは当然に伺うのですけど、例えば、営農型太陽光発電でや

りますと。もし許可を受けた後、地域協議の場で否決された時にどうし

ますかってなって、そうなれば、露天と言いますか、日向でできる別の

耕作方法をしますって、もし３条の時に言われたらですね、これは５条

が認められる、認められないに関わらず、耕作する意思があるというこ

とになるので、３条は場合は認めることができるということを県の方か

ら言われましたので、少々ちょっと難しいのかなと思っているところで

す。最初は市としても、田中委員と同じ意見でした。 

事  務  局   ５条の場合は、地域協議の場をしまして、必ず絶対できないという理由

がなかなか伏せないと思うので、地域協議の場と言いましても、例えば

電柱を付けるの、ここやめてくれとかですね、あなたたち管理をどうや

っていくのかとか、そういう話を地域ときっちり話をしてくださいねと

いう意味の協議の場です。 

事  務  局   あとは、営農型太陽光ですけれとも、瀬戸内市内は中国電力、違う方も

やられています。さらに他の市で言いますと、農機具会社がやられる場

合もありまして、国にある程度認められる制度ですので、農業委員会と

しても拒否しづらいところもあるのですけど、地域で話し合っていくし

かないかなとは思っております。何かあったらご相談していただければ

と思います。 

議 長   ありがとうございました。それでは、第３条のご意見ございませんでし

ょうか。 

 

（意見なし） 

 

それでは意見なしとして、続いて、採決に入ります。 

          第１号議案 農地法第３条許可申請の１番案件から２６番案件まで可決に

賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

議 長   賛成多数ということで、許可を決定します。 
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続きまして、第２号議案 農地法第５条許可申請について、事務局の説

明をお願いします。 

事  務  局   議案資料、４頁をご覧ください。第２号議案 農地法第５条許可申請につ

いてです。 

【１番案件】 

        借人「岡山市南区泉田三丁目３番１１号 小売業 株式会社わたなべ生

鮮館 代表取締役 山本 宏」。 

貸人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

土地の所在「邑久町豊原■■■」。登記地目「田」。現況地目「畑」。

面積「８８８㎡」。 

２人目貸人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

土地の所在「邑久町豊原■■■」。登記地目「田」。現況地目「畑」。

面積「５０４㎡」。 

転用目的「露天駐車場」。施設の概要「露天駐車場 １，３９２㎡」。

農地区分１０aあたり収量「第２種農地 普通畑」。資金■ ■。隣地

への被害はありません。なお、賃貸借権設定で、 

１０aあたり■ ■、農用地区域外農地です。位置図は資料６頁をご覧

ください。ブルーライン瀬戸内インターチェンジすぐのところに今回の

申請地があります。左側の地積図をご覧ください。２筆が今回の申請地

となっております。こちらの農地は４月に農振除外となった農地となっ

ております。 

【２番案件】 

        借人「邑久町本庄１７９５番地 行政 瀬戸内市消防本部 消防長 川

部 敬司 」。 

貸人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

土地の所在「邑久町本庄■■■」。登記地目、現況地目ともに「畑」。

面積「３３６㎡」。転用目的「露天駐車場」。施設の概要「露天駐車場 

３３６㎡」。農地区分１０aあたり収量「第２種農地 普通畑」。隣地へ

の被害はありません。なお、使用貸借権設定で、１０aあたり■ ■、農

用地区域外農地、一時転用、令和８年３月３１日までとなっております。

位置図は資料７頁をご覧ください。申請地はブルーライン邑久インター

チェンジから南へ１５０ｍのところとなっております。現在の消防本部

の真横になっております。 

【３番案件】 

        譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

土地の所在「邑久町上山田■■■」。登記地目、現況地目ともに「田」。

面積「６６３㎡」。転用目的「露天資材置場」。施設の概要「露天資材



- 15 - 

置場 ６６３㎡」。農地区分１０aあたり収量「第２種農地 米 ４２０

㎏」。資金■ ■。隣地への被害はありません。なお、所有権移転で、

１０aあたり■ ■、農用地区域外農地です。位置図は資料８頁をご覧く

ださい。こちらの案件も４月に農振除外となった農地となっております。

北側に夢二郷土美術館がありまして、南へ３㎞行ったところが今回の申

請地となっております。 

【４番案件】 

 譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

土地の所在「長船長西須恵■■■」。登記地目、現況地目ともに「田」。

面積「３５５㎡」。転用目的「食品加工処理施設」。施設の概要「食品

加工処理施設 １棟 ３５５㎡」。農地区分１０aあたり収量「第２種農

地 米 ４２０㎏」。資金■ ■。隣地への被害はありません。なお、

所有権移転で、１０aあたり■ ■、農用地区域外農地です。位置図は資

料９頁をご覧ください。須恵古代館から３００ｍのところに今回の申請

地があります。 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議 長   続きまして、担当委員のご意見を伺います。 

１番案件について、田中委員より説明をお願いします。 

田 中 委 員  今現在は他で土地を借りてそこへも車は駐車しております。わたなべ生

鮮館のすぐ南に今度は駐車場を作るということで５条申請が出ておりま

す。これに関しては別に問題がないと思われます。 

議    長  続きまして、２番案件、３番案件について、正富委員が欠席のため事務

局より説明をお願いします。 

事  務  局  ２番案件ですが、今年度消防本部の施設改修の工事がありまして、それ

により、資料の７頁の写真をご覧いただきたいのですが、消防本部の北

側が職員の駐車場になっているのですが、施設改修工事で、駐車場とし

て使うことができなくなる関係で、この西向かいの畑をお借りして、そ

この駐車場として使われるもので、特に問題ないかと考えます。２番目

については以上です。続いて３番案件をそのままご説明させていただき

ます。３番案件の譲受人は、先ほど農地法第３条で方でも出てきた方と

同じ方にございます。資料の８頁をご覧ください。左側の写真、赤色が

塗ってあるところが今回の申請地になっております。すぐ南側が雑種地

になっていますが、ここが、譲受人がされている建設業の事業地になっ

ており、この雑種地の中への機械を構えられています。今回、その事業

地が手狭になったということで、用地を拡張して、事業拡大したいとい

うことで、譲渡人と話がまとまったものとなっております。先ほど３条
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の農地はそのすぐ北側という位置関係になっております。特に問題ない

と考えます。以上です。 

議 長   続きまして、４番案件について、大森委員より説明をお願いします。 

大 森 委 員  譲渡人は会社勤めをしておりまして、管理が困難なため譲渡することに

なりました。譲受人はイノシシ、鹿を解体して、ジビエとして販売を計

画しております。処理水は不純物を除き、下水に流します。また、処理

した血はカーペット用シーツに吸着し、骨と一緒に焼却処分をするとい

うことです。皮については革製品を扱うとことに買い取ってもらうよう

考えておられるようですが、取引ができなければ焼却処分するというこ

とでございます。問題ないと思いますので、ご審議のほどよろしくお願

いいたします。 

議 長    それでは、ただいまの第２号議案 農地法第５条許可申請について、何

かご意見、ご質問ありましたらお願いします。 

        由喜門委員、お願いします。 

由喜門委員  ４番案件ですけど、イノシシ、これはジビエと聞いておりますが、どこ

からされるのか全く情報がない。処理の問題は簡単に聞きましたがど

ういう形でやられるのかなと。 

事  務  局    農業委員会の事務局としては、衛生上厳しいよということは言えない

かなと思います。 

由喜門委員  月に何回か市内を回るのですが、見る度に、だんだん雑草が大きくな

っている場所がたくさんあります。指導はやってもらえたらと思いま

す。 

事  務  局    一番大事なのは周囲の営農に支障をきたすということを一番考えてい

きたいと思います。 

議 長    他に何かご意見、ご質問ありましたらお願いします。 

 

（意見なし） 

 

それでは意見なしとして、続いて、採決に入ります。 

         第２号議案 農地法第５条許可申請の１番案件について、許可に賛成の

方は挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ということで、承認します。続いて２番案件について、許可

に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 
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全員賛成ということで、承認します。続いて３番案件について、許可

に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ということで、承認します。続いて４番案件について、許可

に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

 

賛成多数ということで、承認します。続きまして、第３号議案 農業経

営基盤強化促進法による農用地利用集積等促進計画（案）について、事

務局の説明をお願いします。 

事  務  局   議案資料、５頁をご覧ください。 

         

【第３号議案 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積等促進計画

（案）議案書をもとに説明】 

 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議 長   ただいまの第３号議案につきまして、何かご意見、ご質問がありました

らお願いします。 

 

（意見なし） 

 

   ご意見ないようですので、第３号議案につきまして、報告承認とします。 

それでは最後のその他の項目についてです。事務局、お願いします。 

事  務  局    今後の総会の予定について、令和７年度７月の通常総会は、７月１５ 

日火曜日に瀬戸内市中央公民館 １階 多目的ホールで開催予定です。 

８月の通常総会は、８月２０日水曜日に瀬戸内市役所 ２階 大会議室

で開催予定です。 

議 長    他にご意見、ご質問はありませんか。 

それではご意見もありませんので、これをもちまして、令和６年度６月

の総会を閉会します。 

ありがとうございました。 
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（午前１０時３０分 閉会） 

 

 

 

 

 

 

上記議事録を作成し、その相違ないことを証するためここに署名押印す

る。 

 

 

令和７年６月１２日 

 

議   長   藤 原 和 正 

 

署 名 委 員   太 田   修 

        

署 名 委 員   宮 本 英 美 

 


